
令和7年10月31日

令和2年版厚生労働白書 正誤表

「令和2年版厚生労働白書」において、掲載内容に誤りがございました。ご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、以下のとおり訂正さ
せていただきます。

なお、HP上に掲載されている内容につきましては、修正が反映されております。

頁 該当箇所
修正内容

誤 正

資料編 
67頁

詳細データ⑥

詳細データ⑥ 野菜類摂取量の平均値（20歳以上、性・年齢階級別）
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資料：厚生労働省健康局「平成30年国民健康・栄養調査」
（注）　（　）内は、「緑黄色野菜」および「その他の野菜（野菜類のうち緑黄色野菜以外）」摂取量の合計。

総数

男性

女性

緑黄色野菜 その他の野菜

108.5

212.0

（320.6）

70－79歳以上

89.7

185.0

（274.8）

80歳以上

95.2

209.8

（304.9）

60－69歳

77.4

199.1

（276.5）

50－59歳

76.3

175.4

（251.7）

40－49歳

77.0

173.5

（250.4）

30－39歳

68.8

181.7

（250.5）

20－29歳

87.2

194.2

（281.4）

総数

217.8

107.8

（325.7）

70－79歳以上

201.4

87.1

（288.5）

80歳以上

221.7

91.1

（312.8）

60－69歳

204.1

77.5

（281.6）

50－59歳

188.2

81.2

（269.4）

40－49歳

188.4

73.6

（262.0）

30－39歳

191.1

70.1

（261.3）
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204.6

86.4

（290.9）

総数
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109.2

（316.3）
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91.5

（265.6）

80歳以上
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98.8
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（272.1）
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88.0

（273.3）
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詳細データ⑥ 野菜類摂取量の平均値（20歳以上、性・年齢階級別）
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資料：厚生労働省健康局「平成30年国民健康・栄養調査」
（注）　（　）内は、「緑黄色野菜」および「その他の野菜（野菜類のうち緑黄色野菜以外）」摂取量の合計。
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資料編 
87頁

詳細データ①

詳細データ① 臓器移植の累計件数

臓器提供者数 移植実施件数
移植希望登録者数

うち脳死下 うち脳死下

心臓 532名� 532名� 531件� 531件� 809名�

肺 446名� 446名� 544件� 544件� 388名�

肝臓 571名� 571名� 610件 610件� 341名�

腎臓 2,089名 629名 3,905件 1,235件 12,757名

膵臓 417名 413名 414件 411件 206名

小腸 21名 21名 21件 21件 4名

眼球（角膜） �20,694名 281名 33,474件 531件� 1,591名

資料：（公社）日本臓器移植ネットワーク、（公財）日本アイバンク協会調べ
（注） 1． 臓器提供者数、移植実施件数は、平成9年10月16日（臓器移植法施行の日）から令和2年3月31日までの累計、移植待機患

者数は令和2年3月31日現在数である。
2．臓器移植法に基づく脳死下での臓器提供者数は、臓器移植法の施行の日から令和2年3月31日までに全国で682名より行わ

れている。なお、法的脳死判定が行われ法的に脳死と判定されたが、医学的理由により臓器の摘出が行われず、臓器提
供者数には含まれていない事例は5事例ある。

3．膵臓及び腎臓の件数は、膵腎同時移植実施件数（347件）及び膵腎同時移植希望登録者数（161名）を含む。
4．心臓及び肺の件数は、心肺同時移植実施件数（3件）及び心肺同時移植希望登録者数（5名）を含む。
5．肝臓及び腎臓の件数は、肝腎同時移植実施件数（26件）及び肝腎同時移植希望登録数（37名）を含む。

詳細データ② 造血幹細胞移植の実施件数の推移

ドナー（提供者） 移植件数
骨髄提供登録者数 臍帯血公開数 骨髄 末梢血幹細胞 臍帯血

平成3年度 3,176 − − − −
平成4年度 19,829 − 8 − −
平成5年度 46,224 − 112 − −
平成6年度 62,482 − 231 − −
平成7年度 71,174 − 358 − −
平成8年度 81,922 − 363 − 1
平成9年度 94,822 − 405 − 19
平成10年度 114,354 − 482 − 77

平成11年度 127,556 − 588 − 117

平成12年度 135,873 4,343 716 − 165
平成13年度 152,339 8,384 749 − 221
平成14年度 168,413 13,431 739 − 296
平成15年度 186,153 18,424 737 − 697
平成16年度 204,710 21,335 851 − 674
平成17年度 242,858 24,309 908 − 658
平成18年度 276,847 26,816 963 − 732
平成19年度 306,397 29,197 1,027 − 762
平成20年度 335,052 31,149 1,118 − 859
平成21年度 357,378 32,793 1,232 − 895
平成22年度 380,457 32,994 1,191 1 1,075
平成23年度 407,871 29,560 1,269 3 1,107
平成24年度 429,677 25,385 1,323 15 1,199
平成25年度 444,143 13,281 1,324 19 1,134
平成26年度 450,597 11,595 1,269 62 1,165
平成27年度 458,352 11,185 1,176 58 1,311
平成28年度 470,270 11,287 1,127 123 1,347
平成29年度 483,879 9,991 1,059 182 1,334
平成30年度 509,263 9,516 992 222 1,355
令和元年度 529,965 9,162 992 240 1,429

累　計 − − 23,309 925 18,629

資料：（公財）日本骨髄バンク、日本赤十字社調べ
※平成8〜10年度の臍帯血関係データは臍帯血バンクネットワーク設立前に各バンクが扱った数
※ドナー（提供者）については年度末の数
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詳細データ① 臓器移植の累計件数

臓器提供者数 移植実施件数
移植希望登録者数

うち脳死下 うち脳死下

心臓 532名� 532名� 531件� 531件� 809名�

肺 446名� 446名� 544件� 544件� 388名�

肝臓 571名� 571名� 610件 610件� 341名�

腎臓 2,089名 629名 3,905件 1,235件 12,757名

膵臓 417名 413名 414件 411件 206名

小腸 21名 21名 21件 21件 4名

眼球（角膜） �20,695名 281名 33,476件 531件� 1,591名

資料：（公社）日本臓器移植ネットワーク、（公財）日本アイバンク協会調べ
（注） 1． 臓器提供者数、移植実施件数は、平成9年10月16日（臓器移植法施行の日）から令和2年3月31日までの累計、移植待機患

者数は令和2年3月31日現在数である。
2．臓器移植法に基づく脳死下での臓器提供者数は、臓器移植法の施行の日から令和2年3月31日までに全国で682名より行わ

れている。なお、法的脳死判定が行われ法的に脳死と判定されたが、医学的理由により臓器の摘出が行われず、臓器提
供者数には含まれていない事例は5事例ある。

3．膵臓及び腎臓の件数は、膵腎同時移植実施件数（347件）及び膵腎同時移植希望登録者数（161名）を含む。
4．心臓及び肺の件数は、心肺同時移植実施件数（3件）及び心肺同時移植希望登録者数（5名）を含む。
5．肝臓及び腎臓の件数は、肝腎同時移植実施件数（26件）及び肝腎同時移植希望登録数（37名）を含む。

詳細データ② 造血幹細胞移植の実施件数の推移

ドナー（提供者） 移植件数
骨髄提供登録者数 臍帯血公開数 骨髄 末梢血幹細胞 臍帯血

平成3年度 3,176 − − − −
平成4年度 19,829 − 8 − −
平成5年度 46,224 − 112 − −
平成6年度 62,482 − 231 − −
平成7年度 71,174 − 358 − −
平成8年度 81,922 − 363 − 1
平成9年度 94,822 − 405 − 19
平成10年度 114,354 − 482 − 77

平成11年度 127,556 − 588 − 117

平成12年度 135,873 4,343 716 − 165
平成13年度 152,339 8,384 749 − 221
平成14年度 168,413 13,431 739 − 296
平成15年度 186,153 18,424 737 − 697
平成16年度 204,710 21,335 851 − 674
平成17年度 242,858 24,309 908 − 658
平成18年度 276,847 26,816 963 − 732
平成19年度 306,397 29,197 1,027 − 762
平成20年度 335,052 31,149 1,118 − 859
平成21年度 357,378 32,793 1,232 − 895
平成22年度 380,457 32,994 1,191 1 1,075
平成23年度 407,871 29,560 1,269 3 1,107
平成24年度 429,677 25,385 1,323 15 1,199
平成25年度 444,143 13,281 1,324 19 1,134
平成26年度 450,597 11,595 1,269 62 1,165
平成27年度 458,352 11,185 1,176 58 1,311
平成28年度 470,270 11,287 1,127 123 1,347
平成29年度 483,879 9,991 1,059 182 1,334
平成30年度 509,263 9,516 992 222 1,355
令和元年度 529,965 9,162 992 240 1,429

累　計 − − 23,309 925 18,629

資料：（公財）日本骨髄バンク、日本赤十字社調べ
※平成8〜10年度の臍帯血関係データは臍帯血バンクネットワーク設立前に各バンクが扱った数
※ドナー（提供者）については年度末の数
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令和7年10月31日

頁 該当箇所
修正内容

誤 正

資料編 
131頁

詳細データ③

詳細データ③ 年別業務上疾病者数
（人）
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であった。
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詳細データ④ 新規化学物質製造・輸入届出状況　年別（製造・輸入）
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　現在までに、わが国の産業界で使用されたことのある又は現に使用されている化学物質は、主なものだけでも数万種類を数えると
いわれており、需要の多様化に伴い、毎年、新たに約1,000物質の化学物質が生み出されている。特に最近は、使用量の少ない新規
の化学物質の種類が増加している。
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累
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）

資料：厚生労働省労働基準局調べ。

（年）
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2,444

20,468

3,236

19,238

2,972 3,464 3,997

21,751

24,425

3,743

3,6804,1464,597
5,0945,633

6,167 6,601
7,175 7,701

8,2188,835
9,4099,867

10,393
11,13311,908

12,934
14,032

15,244

17,232
16,266

18,287

20,428
19,419

23,162

4,457

26,488
27,545

28,623
29,653

22,859
23,716

24,540

4,6864,907 5,113

30,596
31,606

25,318
26,085

5,278 5,521
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22,031
21,225

25,436
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詳細データ③ 年別業務上疾病者数
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資料：厚生労働省労働基準局調べ。
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詳細データ④ 新規化学物質製造・輸入届出状況　年別（製造・輸入）

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
20,000
21,000
22,000
23,000
24,000
25,000
26,000
27,000
28,000
29,000
30,000
31,000
32,000

21 22 2625 27 29 30282423201918171615141312111098765432平成元 令和元

　現在までに、わが国の産業界で使用されたことのある又は現に使用されている化学物質は、主なものだけでも数万種類を数えると
いわれており、需要の多様化に伴い、毎年、新たに約1,000物質の化学物質が生み出されている。特に最近は、使用量の少ない新規
の化学物質の種類が増加している。

合計

製造

輸入

届
出
累
計
（
件
）

資料：厚生労働省労働基準局調べ。
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令和２年版厚生労働白書 正誤表 

 

「令和２年版厚生労働白書」において、掲載内容に誤りがございました。ご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、以

下のとおり訂正させていただきます。 

なお、HP 上に掲載されている内容につきましては、修正が反映されております。 

頁 該当箇所 
修正内容 

誤 正 

（本文） 

300 頁 

 

29 行目 

 

 

 

 

 

 

2020（令和４）年 10月に 100 人超規模、2024（令

和６）年 10 月に 50 人超規模の企業まで適用範囲を

拡大することを盛り込んだ。 
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（2）国・地方公共団体における雇用状況
2019（令和元）年6月1日現在の障害者任免状況＊4については、国の機関（法定雇用

率2.5％）に勤務している障害者数及び実雇用率が7,577.0人（対前年比94.2％増）及び
2.31％（対前年差1.09ポイント増）であった。
また、都道府県の機関（法定雇用率2.5％）が9,033.0人（対前年比9.6％増）及び

2.61％（対前年差0.17ポイント増）であり、市町村の機関（法定雇用率2.5％）が
28,978.0人（対前年比6.8％増）及び2.41％（対前年差0.03ポイント増）であった。
さらに、都道府県等の教育委員会（法定雇用率2.4％）が13,477.5人（対前年比6.9％

増）及び1.89％（対前年差0.01ポイント減）であった。

（3）ハローワークにおける職業紹介状況
2019（令和元）年度のハローワークを通じた障害者の就職件数は、103,163件（対前

年度比0.8％増）であった。このうち、身体障害者は25,484件（対前年度比5.1％減）、
知的障害者は21,899件（対前年度比1.5％減）、精神障害者は49,612件（対前年度比
3.3％増）、その他の障害者（発達障害、難病、高次脳機能障害などのある人）は6,168件
（対前年度比18.5％増）となった。
また、新規求職申込件数は223,229件（前年度比5.7％増）であった。このうち、身体

障害者は62,024件（前年度比1.3％増）、知的障害者は36,853件（前年度比2.9％増）、
精神障害者は107,495件（前年度比6.1％増）、その他の障害者は16,857件（前年度比
30.8％増）であった。
こうした中で、就職率は46.2％（対前年度差2.2ポイント減）であった。このうち、身

体障害者は41.1％（対前年度差2.7ポイント減）、知的障害者は59.4％（対前年度差2.7
ポイント減）、精神障害者は46.2％（対前年度差1.2ポイント減）、その他の障害者は
36.6％（対前年度差3.8ポイント減）であった。

	3	公務部門における対象障害者の不適切計上事案
（1）事案が判明した経緯
国及び地方公共団体の機関（法律の規定としては任命権者）は、毎年、6月1日現在の

障害者の任免に関する状況を、厚生労働大臣に対して通報しなければならないものとされ
ている。この通報に基づいて集計された、2017（平成29）年6月1日現在の障害者の任
免状況については、民間企業における障害者の雇用状況と併せ、「平成29年　障害者雇用
状況の集計結果」として、同年12月12日に公表していた。
2017年に厚生労働省が各機関から通報を受け、同年12月までに集計し公表した際に

は、国の行政機関においては、全体で、障害者の数は6,867.5人、実雇用率は2.49％に
達し、各機関ごとにみても、33機関中1機関を除いて法定雇用率を達成しているものと
されていた。さらに、未達成であった1機関についても同年度末までに達成に至ったこと
が報告されていた。
2018（平成30）年5月以降、各機関からの通報について、障害者の範囲の確認が適切

＊4	 対象障害者を1人以上雇用する義務がある機関（常時勤務する職員が40.0人以上。ただし、都道府県等の教育委員会の場合は42.0人以
上。）については、毎年6月1日時点の障害者の任免状況を通報することになっている。雇用率カウントの取扱いは、民間企業と同様で
ある。
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達し、各機関ごとにみても、33機関中1機関を除いて法定雇用率を達成しているものと
されていた。さらに、未達成であった1機関についても同年度末までに達成に至ったこと
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また、新規求職申込件数は223,223件（前年度比5.7％増）であった。このうち、身体
障害者は62,022件（前年度比1.3％増）、知的障害者は36,852件（前年度比2.9％増）、
精神障害者は107,493件（前年度比6.1％増）、その他の障害者は16,856件（前年度比
30.8％増）であった。
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